
 

 

 

伊平屋村橋梁長寿命化修繕計画 
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伊 平 屋 村 役 場   建 設 課 

  

※伊平屋島の念頭平松・・・国指定天然記念物 



第 1 章 長寿命化修繕計画の基本方針 
 

1-1．基本方針 

 （1）背景及び目的 

    伊平屋村が管理する橋梁は、令和 4 年度現在で 22 橋あります。このうち 10 橋がボ

ックスカルバートです。また、架設年度が不明な橋梁が 16 橋ありますが周辺の状況や

橋梁の形式等から建設後 35 年以上は経過しているものと考えられます。 

上記内容を踏まえ、架設年度が不明な橋梁が仮に 35 年経過しているものと仮定する

と、建設後 50 年を超える橋梁は現時点で 0％ですが、10 年後には 5％(1 橋)、20 年後

には 77％(17 橋)となり、高齢化した橋が加速度的に増大することが見込まれます。 

これらの高齢化を迎える橋梁に対して、損傷が大きくなってから対策を施す従来の

維持管理を継続すると、修繕や架け替えに要する費用が膨大となることが予想されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような背景から、限られた予算の中で高齢化が進む橋梁に対して効率的・効果

的なメンテナンスサイクルを構築する取り組みが不可欠となります。そのためには、

従来の対処療法的な「事後的保全型」の維持管理から、損傷が大きくなる前に予防的

な対策を行う「予防保全型」への転換を図り、橋梁の長寿命化を目指していく必要が

あります。 

そこで伊平屋村では、計画的・効率的な維持管理を構築し将来的な財政負担の低減

および道路交通の安全性を確保するために、長寿命化修繕計画を策定します。 

 

 

（2）対象施設 

    長寿命化修繕計画の対象施設は、伊平屋村の管理する道路橋のうち、橋長 2ｍ以上の

橋梁 22 橋を対象とします。 

 

（3）計画期間 

    長寿命化修繕計画の計画期間は、令和 5 年度から令和 9 年度までの 5 年間とします。 

橋梁の定期点検は 5 年毎に実施するため、新たな点検結果と対策の実施状況等を踏

まえて長寿命化計画を 5 年毎に見直します。 

図-1 建設後 50 年を経過する橋梁数の推移 



 

(4）対象橋梁の現状 

    令和 4 年度に実施した定期点検の結果は図-2 のとおりです。このうち健全な状態で

ある健全度Ⅰが 73％(16 橋)、予防保全段階である健全度Ⅱが 18％(4 橋)、早期に措置

が必要な状態である健全度Ⅲが 9％(2 橋)、劣化が著しく緊急対応が必要な状態である

健全度Ⅳが 0％(0 橋)でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5）修繕の優先順位 

    限られた予算の中で、全ての橋梁に対し効果的・効率的な維持管理を構築するために

は、橋梁の修繕を実施する優先順位を設定する必要があります。 

優先順位は、定期点検結果による橋梁の健全度と立地条件(迂回路の有無や重要路線

の位置付け等)などの重要度を考慮して設定します。優先順位の考え方として、健全度

の低い(悪い)橋梁では、重要度に関係なく修繕を実施すべきであり、健全度の高い橋梁

では重要度を考慮した優先度とすべきです。 

直近の定期点検の結果にはおいて、健全度Ⅲ(早期措置段階)の橋梁が 2 橋ある現状

を踏まえ、当面(今後 10 年程度)は健全度を重視して対策の優先順位を決定します。 

     参考として次頁に「修繕優先度評価結果一覧」を添付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 橋の健全性の診断区分 

図-2 健全性の分布 

Ⅳ 緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

Ⅱ 予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

健全性の区分 定　　　　　　　義

Ⅰ 健　全 道路橋の機能に支障が生じていない状態

図-3 健全性と重要性を考慮した優先順位 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修繕の優先順位としては、「あけしの橋」「スワイザ橋」を優先的に修繕します。 



 

(6）維持管理計画の目標 

維持管理計画においては、早期的な措置が必要な状態である健全度Ⅲと判定された

橋梁への措置を優先的に実施して、管理橋梁全体の健全度を向上させ、大きな劣化が

顕在化しない健全度Ⅱの段階から修繕等の対策を施す予防保全段階へ移行することを

当面の目標とします。 

 

 
 

1-2．コスト縮減への取組と目標 

    伊平屋村では長寿命修繕計画を策定し、橋梁本体に不具合(大きな損傷等)が生じてから

修繕や架け替え等の対策を行う「事後保全型(対症療法型)」の維持管理から、不具合が発生

する前に軽微な修繕等の対策を行う「予防保全型」への維持管理へ転換を図ります。これに

より、長期的な維持管理費用の縮減を目指します。 

参考として、今後 50 年間の事業費比較のシュミレーション結果を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    上記のシュミレーション結果を見てみると、今後 50 年間の事業費において、従来の

事後保全型が 40 億円程に対し、予防保全型が 4 億円であり約 36 億円のコスト縮減が

見込まれる結果となりました。 

 

 

図-4 今後 50 年の事業費シュミレーション 



1-3．新技術等の活用方針 

限りある予算や人材の中で、効率化や省力化が図られるよう様々な新技術が開発さ

れており、それらの活用推進が高まってきております。伊平屋村においても、橋梁定期

点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化による費用縮減を図るため、新技術の活用が

重要であると考えております。このため、今後の定期点検や修繕対策において新技術を活用

し維持管理の効率化、コストの縮減を図ります。 

具体的には以下のとおり検討します。 

 

① 橋梁定期点検 

令和 4 年度の定期点検で橋梁点検車等の建設機械を使用した橋梁(5 橋)について、

令和 9 年度(予定)の定期点検では、AI 等のデジタル技術を用いた画像解析技術や非

破壊検査技術などの適用性について十分検討を行い、効果的・効率的であると判断さ

れれば積極的に新技術を活用していきたいと考えております。これにより、点検費用

100 万円程度の縮減を目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 修繕対策 

今後、修繕対策を行う橋梁においては、設計段階から補修工法や材料等について新

技術の活用を含めた比較検討を行い、修繕に係るコストの縮減を目指します。 

 

 

1-4．集約化・撤去に関する取り組み 

橋梁の老朽化に伴う維持管理費の増加が想定される中では、既存橋梁の延命化を図

ると同時に利用ニーズ等を踏まえた集約化・撤去等の機能縮小も検討していく必要が

あります。(利用交通量が少なく、かつ迂回路が存在する集約可能な橋梁や、通行制限

が必要となるような甚大な損傷を有している橋梁等が検討の対象となります。) 

集約化・撤去に関する取り組みを検討した結果、利用ニーズがあること、迂回路がない

路線があること、隣接する迂回路を通行した場合、約 1 キロ（車両：所要時間 3 分、徒

歩：所要時間 13 分）を迂回することとなり、社会活動等に影響を与えるため、集約化・

撤去が困難である。尚、今後の長寿命化計画更新時においても、当該取り組みについて

再検討を行います。 

写真 1 従来型_点検車使用の例 写真 2 新技術_UAV を用いた画像解析技術の例 

従来型から 

新技術活用へ 



 

第 2 章 長寿命化修繕計画 
 

2-1．長寿命化修繕計画 

  個別施設における今後 5 年間の長寿命化修繕計画を次頁に示します。 

尚、この修繕計画は、５年毎の定期点検により新たな点検結果を得た場合には見直し、

更新を行います。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


